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子ども・子育て支援新制度が
始まります
子ども・子育て支援新制度が
始まります
子ども・子育て支援新制度が
始まります

平成27年4月から

利用できる施設
幼稚園（※）、認定こど
も園

保育園、認定こども園

保育園、認定こども園、
地域型保育

対象となる子ども
満３歳以上の小学校就学前の子ども（２号認定を除く）で教育を
希望する場合
満３歳以上の小学校就学前の子どもで�保育の必要な事由（保護
者の就労や疾病等）�に該当し、保育園等での保育を希望する場合
満３歳未満の子どもで�保育の必要な事由（保護者の就労や疾病
等）�に該当し、保育園等での保育を希望する場合

認定区分

１号認定（教育標準時間認定）

２号認定（満３歳以上保育認定）

３号認定（満３歳未満保育認定）

現行制度のまま継続する幼稚園
各幼稚園と直接契約
必要なし

各幼稚園が設定した金額

支給対象となります。

新制度に移行する幼稚園
各幼稚園と直接契約
１号認定証（教育標準時間認定）が必要
保護者の所得に応じた支払いが基本となります。国が定める基
準を上限として、今後、朝霞市が定めます。

支給対象となりません。

契 約
認 定 証

保 育 料

幼稚園就園費
等 補 助 金

保 育 園
朝霞市と契約
２号認定証（満３歳以上保育認定）・３号認定証（満３歳未満保育認定）が必要
保護者の所得に応じた支払いが基本となります。国が定める基準を上限として、今後、朝霞市が定めます。

契 約
認 定 証
保 育 料

認定こども園（保育所部分）
各認定こども園と直接契約
２号認定証（満３歳以上保育認定）・３号認定証（満
３歳未満保育認定）が必要
保護者の所得に応じた支払いが基本となります。国が
定める基準を上限として、今後、朝霞市が定めます。

認定こども園（幼稚園部分）
各認定こども園と直接契約

１号認定証（教育標準時間認定）が必要

保護者の所得に応じた支払いが基本となります。国が
定める基準を上限として、今後、朝霞市が定めます。

契 約

認定証

保育料

※現在の幼稚園は、平成２７年４月（予定）から「新制度に移行する幼稚園」と「現行制度のまま継続する幼稚園」があり、今後、各幼稚園の
判断でどちらかを選択することになります。

問／保育課 �４６３―２９３９
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平成27年４月に予定している「子ども・子育て支援新制度」の実施に伴い幼稚園、保育園や認定こども園の利用手続きが
変わります。幼稚園、保育園、認定こども園を利用するには、朝霞市の認定を受ける必要があり、認定には下記のとおり３つ
の区分があります。

認定こども園を利用する場合、１号認定は「幼稚園利用の流れ」、２・３号認定は「保育園利用の流れ」にそれぞれ準じます。

新制度に移行する幼稚園利用の流れ

※現行制度のまま継続する幼稚園の利用手続きは今までどおりとなります。

保育園の利用には、朝霞市が交付する「保育の必要性」（2号認定・3号認定）の認定証が必要になります。

現在、市内に、認定こども園はありませんが、他市の認定こども園に通園する場合も、朝霞市の認定が必要です。

利用先の
決定後、契約

幼稚園と契約

申請者の希望、保育園の状況な
どにより利用調整をします。

幼稚園を通じて市か
ら認定証が交付され
ます（１号認定）。

幼稚園を通じて
利用のための申
請をします。

市から認定証が交付さ
れます（２、３号認定）。

幼稚園から入園の内定を受けま
す（定員超過の場合などには面
接などの選考があります）。

市に「保育の必要性」の認定および
保育園の利用希望を申し込みます。

保育園利用の流れ

認定こども園

幼稚園に直
接利用を申
し込みます。

幼稚園

保育園
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